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令和５年度第３回人吉市地域公共交通会議 

合同会議 

 
日時：令和６年３月１日（金）１５時００分～ 

場所：人吉市役所３階 庁議室 

 

会 次 第 
 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 事 

（１）令和５年度事業報告 

 

（２）令和５年度決算見込 

 

（３）人吉市地域公共交通活性化協議会の解散及び規則の廃止について 

 

 ４ 報告事項 

 （１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の状況について 

  

（２）人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の状況について 

 

 （３）人吉市地域公共交通会議条例の改正について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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令和５年度第３回「人吉市地域公共交通活性化協議会」名簿

機関・所属 役職 氏名 役職 出欠 備考

1  人吉市 副市長 迫田　浩二 会長 〇

2  人吉市復興政策部 部長 浦本　雄介 副会長 〇

3  人吉市町内会長連合会 会長 吉田　力 〇

4  人吉市老人クラブ連合会 会長 山口　辰夫 監査委員 〇

5  九州旅客鉄道株式会社熊本支社人吉駅 駅長 川本　康昭 欠

6  くま川鉄道株式会社 副社長 森山　照信 〇

7  産交バス株式会社人吉営業所 所長 村口　昭寛 〇

8  人吉球磨タクシー協会 会長 北　昌二郎 〇

9  人吉市予約型乗合タクシー運行事業者 代表 松岡　優 〇

10
 熊本県県南広域本部球磨地域振興局
 土木部維持管理調整課

課長 鍋田　和宏 〇

11  人吉市復興建設部道路河川課 課長 万江　尚幸 〇

12  熊本県人吉警察署交通課 課長 川崎　大造 〇

13  熊本高等専門学校建築社会デザイン工学科 准教授 橋本　淳也 欠

14  大分大学経済学部門 教授 大井　尚司 〇

15  一般社団法人 人吉温泉観光協会 副代表 田口　善浩 監査委員 〇

16  人吉市社会福祉協議会 事務局長 松岡　誠也 〇

17  人吉医療センター総務企画課 課長 中川　貴夫 〇

18  国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 
首席運輸企画専門官
（企画調整担当） 白石　勇人 欠

19  国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 
首席運輸企画専門官
（輸送・監査担当） 田村　正宜

WEB
〇

20  熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課 課長 坂本　弘道
代理
〇

代理：
交通政策課審議員
　高松　江三子

21  錦町総務課 課長 深水　英雄 欠

22  山江村総務課 課長 平山　辰也 〇

23  球磨村復興推進課 課長 友尻　陽介 〇

25  人吉市復興政策部 政策統括監 井福　浩二 〇

26 課長 竹内　常泰 〇

26 課長補佐（兼）係長 白坂　禎敏 〇

27 主任 宮﨑　裕 〇

28 主事 中　美乃 〇

 人吉市復興政策部復興支援課

学識経験者その他
（規約第4条第9号）

オブザーバー
（規約第7条第5項）

事 務 局
(規約第11条第2項)

区分

人吉市
（規約4条第1号）

市民・利用者
（規約第4条第2号）

交通事業者
（規約第4条第3号

～6号）

道路管理者
（規約第4条第7号）

警　　察
（規約第4条第8号）
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任期 委嘱日から令和7年10月25日まで
※敬称略

区　分 機　関・所　属 役　職 氏　名 出欠 任　期 備考

1  人吉市復興政策部 部長 浦本　雄介 〇 R7.10.25迄 会長

2  人吉市復興政策部 政策統括監 井福　浩二 〇 〃 副会長

3  人吉市町内会長連合会 会長 吉田　力 〇 〃

4  人吉市老人クラブ連合会 会長 山口　辰夫 〇 〃

5  産交バス株式会社人吉営業所 所長 村口　昭寛 〇 〃

6  一般社団法人熊本県バス協会 専務理事 冨田　廣志 〇 〃

7  人吉球磨タクシー協会 会長 北　昌二郎 〇 〃

8  一般社団法人熊本県タクシー協会 事務局長 齊藤　ゆか 〇 〃

9  人吉市予約型乗合タクシー運行事業者 代表 松岡　優 〇 〃

10  全九州産業交通労働組合 副執行委員長 貢　博之 欠 〃

11  熊本県自動車交通労働組合 執行委員長 宗像　正洋 〇 〃

第５号 12
 熊本県企画振興部交通政策・統計局
 交通政策課

審議員 高松　江三子 〇 〃

第６号 13  熊本県人吉警察署交通課 課長 川崎　大造 〇 〃

第７号 14  九州運輸局熊本運輸支局
首席運輸企画専門官
（輸送・監査担当） 田村　正宜

WEB
〇

〃

15  社会福祉法人人吉市社会福祉協議会 事務局長 松岡　誠也 〇 〃

16
 熊本県県南広域本部球磨地域振興局
 土木部維持管理調整課

課長 鍋田　和宏 〇 〃

17  人吉市復興建設部道路河川課 課長 万江　尚幸 〇 〃

18  九州運輸局熊本運輸支局
首席運輸企画専門官
（企画調整担当） 白石　勇人 欠 ―

19  錦町総務課 課長 深水　英雄 欠 ―

20  山江村総務課 課長 平山　辰也 〇 ―

21 課長 竹内　常泰 〇

22
 課長補佐（兼）
交通政策係長

白坂　禎敏 〇

23 主任 宮﨑　裕 〇

24 主事 中　美乃 〇

オブ
ザーバー

事務局
 人吉市復興政策部
 復興支援課

人吉市地域公共交通会議 委員名簿

第1号

第２号

第３号

第４号

第８号
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１ 令和５年度 事業報告 議事１

人吉市地域公共交通計画に位置付けられた施策・事業のスケジュールに基づき、下記のとおり実施・検
討・協議を行いました。

実施時期 内 容

令和５年７月２５日

令和５年度第１回人吉市地域公共交通活性化協議会開催
議事
（１）令和４年度事業報告
（２）令和４年度決算報告及び監査報告
（３）令和５年度事業計画（案）について
（４）令和５年度予算（案）について
その他
・人吉市地域公共交通活性化協議会と人吉市地域公共交通会議の統合につ
いて

令和５年９月４日 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）導入に関する矢岳町内との懇談会
（第１回）

令和５年９月１１日 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）導入に関する大野町内との懇談会
（第１回）

令和５年９月２７日 バスの乗り方教室の実施 資料番号①

令和５年１０月２日 内閣府「先端的サービスの開発・構築や先端的サービス実装のためのデー
タ連携等に関する調査事業」企画提案書提出 資料番号②

令和５年１１月１３日 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）導入に関する大野町内との懇談会
（第２回）

令和５年１１月２０日 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）導入に関する矢岳町内との懇談会
（第２回）

令和５年１１月２７日 生活支援コーディネーターとの意見交換 資料番号③

令和５年１１月２８日

令和５年度第２回人吉市地域公共交通活性化協議会開催
議事
（１）人吉市地域公共交通活性化協議会と人吉市地域公共交通会議の統合
について
その他
（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の運行時間の追加について
（２）人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行について

令和５年１２月１日 人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の増便開始 資料番号③

令和５年１２月１５日 人吉市スマートシティ／ＤＸ事例・アイディアコンテストへの参加
資料番号④

令和６年２月１日 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行開始 資料番号⑤

令和６年２月１日 人吉公式ＬＩＮＥアカウントリニューアルに伴う、便利な機能の追加、
時刻表・路線図等の掲載 資料番号⑥

令和６年３月１日

令和５年度第３回人吉市地域公共交通活性化協議会開催
議事
（１）令和５年度事業報告
（２）令和５年度決算見込
（３）人吉市地域公共交通活性化協議会の解散及び規則の廃止について
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バスの乗り方教室の実施

１ 対応する施策・事業
（５）地域公共交通に関する多分野との連携
①保育園・認定こども園・幼稚園・小学校、高齢者を対象とした乗り
方教室の実施

２ 取組内容 中原子ども園の園児を対象に、路線バス、コミュニティ交通へ触れ合っ
てもらう機会を創出するため、乗り方教室を実施した

３ 取組状況 下記資料のとおり

４ 開催日 令和５年９月２７日

５ 成 果 中原こども園の園児に路線バスへ触れ合う機会を創出できた

具体的な取組内容

１ 令和５年度 事業報告 議事１

１
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内閣府「先端的サービスの開発・構築や先端的サービス実装のためのデータ連携等に関する調査業
務」企画提案書提出

１ 対応する施策・事業
（２）新たな地域公共交通の創出
①市街地エリアにおける新たな移動サービスの導入
②じゅぐりっと号のサービス強化

２ 事業内容
ＡＩカメラを搭載したＥＶバスを実証運行し、そのデータ分析を行うこ
とにより、人吉ＩＣと人吉駅をつなぐ「じゅぐりっと号」の接続強化、
市街地エリアの新たな移動サービス、運行ルートの導入検討を行う

３ 事業実施エリア 市街地エリア

４ 事業実施体制

（代 表）株式会社レスターコミュニケーションズ
（構成員）株式会社レッジ

株式会社ＥＶモーターズ・ジャパン
産交バス株式会社人吉営業所
人吉市

５ 実証運行期間 令和６年１月から令和６年２月

６ 結 果 不採用

７ 成 果
不採用ではあったが、株式会社レスターコミュニケーションズ、株式会
社レッジと、今後の新たな移動サービスの導入について検討を始める
きっかけとなった

具体的な取組内容

１ 令和５年度 事業報告 議事１

２
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生活支援コーディネーターとの意見交換会

１ 対応する施策・事業 （５）地域公共交通に関する多分野との連携
②多分野での意見交換会

２ 取組内容 生活支援コーディネーター（福祉分野）に対し、市の公共交通の概要を
説明し意見交換を行った

４ 開催日 令和５年１１月２７日

具体的な取組内容

１ 令和５年度 事業報告 議事１

３

人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の増便開始

１ 対応する施策・事業
（１）コミュニティ交通の充実
③既存コミュニティ交通（まめバス、乗合タクシー）の地域の実情に
応じた改善

２ 導入内容
人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）において、地元から「１６時台
を増便してほしい」と多くの要望をいただいており、増便することによ
り利便性の向上、利用者の増につなげるため

３ 導入地区 大畑地区、下田代地区

４ 運行形態 路線不定期運行

５ 運行方法 予約による、時間路線固定型

６ 路線・時刻表 下記資料のとおり

７ 運行開始日 令和５年１２月１日
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「人吉市スマートシティ／ＤＸ事例・アイディアコンテスト」への参加

１ 対応する施策・事業 （３）地域公共交通に関する情報提供の充実
③ＭａａＳなどの新たな技術を活用した地域公共交通環境の構築

２ 取組内容 人吉市スマートシティ／ＤＸ事例・アイディアコンテストで「ＭａａＳ
の導入」について提案、発表

３ コンテスト内容 下記資料のとおり

４ 開催日 令和５年１２月１５日

５ 成 果
・コンテストで同じＭａａＳの提案を行った「富士通Ｊａｐａｎ」から、
コンテスト終了後に一緒に何かできないかと声かけいただき、意見交換
を行った

具体的な取組内容

１ 令和５年度 事業報告 議事１

４
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具体的な取組内容

人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行開始

１ 対応する施策・事業 （１）コミュニティ交通の充実
②交通空白地への新たなコミュニティ交通の導入

２ 導入内容 令和２年７月豪雨災害に伴う、交通空白地への移動手段を確保するため

３ 導入地区 交通空白地：大野地区（１２２名）、矢岳地区（７３名）

４ 運行形態 路線不定期運行

５ 運行方法 予約による、時間路線固定型

６ 運行事業者 つばめタクシー株式会社、株式会社TakuRoo人吉営業所

７ 路線・時刻表 下記のとおり

８ 実証運行期間 令和６年２月１日から令和６年９月３０日

９ 本格運行開始予定日 令和６年１０月１日

１ 令和５年度 事業報告 議事１

５
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人吉市公式ＬＩＮＥアカウントのリニューアルに伴う、便利な機能の追加・時刻表・路線図等の掲載

１ 対応する施策・事業 （３）地域公共交通に関する情報提供の充実
②ホームページによる一元的な情報提供の実施及び広報周知

２ 取組内容 人吉市公式ＬＩＮＥアカウントのリニューアルに伴い、公共交通に関す
る情報提供を充実させた

３ リニューアル内容 下記資料のとおり

４ 運用開始 令和６年２月１日から

５ 成 果

・ホームページに加え、人吉市公式ＬＩＮＥで検索することができるよ
うになり、公共交通に関する情報収集の手段が増えた
・人吉市公式ＬＩＮＥから直接予約の電話を行う機能もあり、利用者の
利便性が向上した

具体的な取組内容

１ 令和５年度 事業報告 議事１

６
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１ 令和５年度 事業報告 議事１

人吉市地域公共交通計画 【施策・事業の全体スケジュール】 参考資料

①地域間幹線系統路線バスの見直しに
　併せたコミュニティ交通の導入

②交通空白地への新たなコミュニティ交通
　の導入

③既存コミュニティ交通の地域の実情に
　応じた改善

①市街地エリアにおける新たな移動
　サービスの導入

②じゅぐりっと号のサービス強化

①地域公共交通マップの作成

②ホームページによる一元的な情報提供
　の実施及び広報周知

③MaaSなどの新たな技術を活用した
　地域公共交通利用環境の構築

①観光施設や宿泊施設と連携した地域
　公共交通１～２日フリー乗車券の導入

②コミュニティ交通の料金体系の見直し

③交通系ICカード等の普及・促進

①保育園・認定こども園・幼稚園・小学校、
　高齢者を対象とした乗り方教室の実施

②多分野での意見交換会

③地域公共交通に関するイベント開催・
　地域公共交通と連携した地域でのイベント
　開催

熊本県の動向な

どの研究

くま川鉄道の全線開通に併せて、コミュニティ交通の運行準備・運行開始

導入検討・実証実験 実証実験結果を踏まえた本格導入

改善検討 ①も踏まえたコミュニティ交通の見直し

改善・導入検討 実施

実施に向けた準備 運用開始

適宜実施

適宜実施

適宜実施

決済方法の計画 くま川鉄道の全線開通に併せて、運用開催

整備 運用開始

作成 配布・適宜更新

導入検討 運用開始

導入検討 運用開始

導入検討・実証実験 実証実験結果を踏まえた本格導入
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１ 歳 入 （単位：円）

款 項 目
令和５年度

予算額
令和５年度
決算見込額

比較

1 1 1

 負担金  負担金  負担金

2 1 1

 補助金  補助金  補助金

3 1 1

 繰越金  繰越金  繰越金 前年度繰越金

4 1 1

 諸収入  諸収入  雑入 預金利息

419,000 418,180 ▲ 820

２ 歳 出 （単位：円）

款 項 目
令和５年度

予算額
令和５年度
決算見込額

比較

1 1 1 ※協議会等開催費用（３回）

 運営費  会議費  会議費 報酬 121,000円

費用弁償 95,410円

2 1 ※会議に伴う事務費

 事務費  事務費 お茶代 2,210円

郵送代 6,920円

払出手数料 660円

振込手数料 660円

事務用品代 9,400円

2 1 1

 事業費  事業費  事業費 利用促進事業 0円

3 1 1

 予備費  予備費  予備費

419,000 236,260 ▲ 182,740

（歳入見込額）

※　令和６年３月１日時点の見込みであるため、本会の財務は、規約第１５条の規定に
　基づき令和６年３月３１日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

歳出合計

418,180円
（歳出見込額）
－　236,260円 ＝　181,920円

（残額見込）

50,000 0 ▲ 50,000

1,000 0 ▲ 1,000

歳入合計

216,410円 ▲ 129,590346,000

830 10 ▲ 820

内訳

22,000 19,850 ▲ 2,150

418,170 418,170 0

0 0 0

令和５年度　人吉市地域公共交通活性化協議会　歳入歳出決算見込

内訳

0 0 0
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y-miyazaki
タイプライターテキスト
議事２



 

議事３ 

 

人吉市地域公共交通活性化協議会の解散及び規約の廃止について 

 

 

人吉市地域公共交通活性化協議会は、人吉市地域公共交通会議と統合するた

め、令和６年３月３１日をもって解散し、本会規約は、令和６年３月３１日付

で廃止とする。 

 

 

 

 これまでの経緯 

実施時期 内      容 

令和５年７月２５日 

令和５年度 

第１回人吉市地域公共交通活性化協議会 開催 

 

・人吉市地域公共交通活性化協議会と人吉市地域

公共交通会議の統合について 

承認内容 

 統合する方向性について承認 

令和５年１１月２８日 

令和５年度 

第２回人吉市地域公共交通活性化協議会 開催 

 

・人吉市地域公共交通活性化協議会と人吉市地域

公共交通会議の統合について 

承認内容 

 人吉市地域公共交通活性化協議会を廃止し、人吉

市地域公共交通会議と統合することについて承認 
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人吉市地域公共交通活性化協議会設置規約 

 

平成２７年１２月２１日制定 

（目的） 

第１条 人吉市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画

の作成及び実施に関し必要な協議を行うために設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を熊本県人吉市西間下町７番地１に置く。 

（事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 人吉市長又はその指名する者 

(2) 市民又は地域公共交通の利用者 

(3) 九州旅客鉄道株式会社熊本支社人吉駅長 

(4) くま川鉄道株式会社 

(5) 産交バス株式会社人吉営業所長 

(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体 

(7) 道路管理者 

(8) 熊本県人吉警察署交通課長 

 (9) 学識経験者その他の人吉市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 前条第２号から第９号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の

職務を代理する。この場合、副会長が複数いるときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員が協議会に出席できない場合は、あらかじめ届け出た者が代理出席できる。 

３ 会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じ

ると認められる協議については、非公開で行うものとする。 
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５ 協議会は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼

し、助言等を求めることができる。  

６ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。 

 （幹事会） 

第９条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことがで

きる。 

２ 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（分科会） 

第１０条  第３条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置く

ことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、人吉市に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（監査） 

第１３条 協議会に監査委員を２人置く。 

２ 監査委員は、委員のうちから選任する。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを

決算する。 

 

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。 

 

附  則 

この規約は、平成２７年１２月２１日から施行する。 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

この規約は、令和４年５月６日から施行する。 
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（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の状況について 報告事項１

人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の概要、利用状況

１ 名 称 人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）

２ 導入内容
人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）において、地元から「１６時台
を増便してほしい」と多くの要望をいただいており、増便することによ
り利便性の向上、利用者の増につなげるため

３ 導入地区 大畑地区、下田代地区

４ 運行形態 路線不定期運行

５ 運行方法 予約による、時間路線固定型

６ 路線・時刻表 下記資料のとおり

７ 運行開始日 令和５年１２月１日

８ 導入後の利用状況 Ｐ１７のとおり
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（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）の状況について 報告事項１

増便による効果

・利用人数は４月から９月までは令和３年度並みで推移していたが、１０月以降利用者数は
伸び、特に１２月の利用者数は令和元年（コロナ禍前）とほぼ同数となり、１月の利用者は
過去５年間の中でも１番多く利用された。
１６時台を増便することで、利用者の方の選択肢が増え、利用者の増につながったと考え

られる。
ただし、運行回数も増加しており、乗合率が低くなっている。今後は、乗合率を向上させ

る対策が必要。
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人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の概要、利用状況

１ 名 称 人吉市乗合タクシー（矢岳線）

２ 導入内容 令和２年７月豪雨災害に伴う、交通空白地への移動手段を確保するため

３ 導入地区 交通空白地：大野地区（１２２名）、矢岳地区（７３名）

４ 運行形態 路線不定期運行

５ 運行方法 予約による、時間路線固定型

６ 運行事業者 つばめタクシー株式会社、株式会社TakuRoo人吉営業所

７ 路線・時刻表 下記のとおり

８ 実証運行期間 令和６年２月１日から令和６年９月３０日

９ 本格運行開始予定日 令和６年１０月１日

１０ 利用状況 令和６年２月２６日時点での利用はない状況

（２）人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の状況について 報告事項２

〇現状の把握
・運行事業者への問い合わせはない
・各町内会⾧（大野町、矢岳町）への相談や連絡等はない

〇今後の対応
・各町内で運行事業者と乗合タクシーの乗り方教室を実施し利用促進
を図り、本格運行につなげる
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（３）人吉市地域公共交通会議条例の改正について 報告事項３

１ 人吉市地域公共交通会議と人吉市地域公共交通活性化協議会の統合
に伴い必要となる人吉市地域公共交通会議条例の改正

人吉市地域公共交通会議に人吉市地域公共交通活性化協議会の機能
を持たせるため

１ 根拠法令（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律）の追加
２ 人吉市地域公共交通活性化協議会の所掌事務の追加
３ 人吉市地域公共交通会議への委員の追加

令和５年１０月１日の道路運送法の改正に伴い

４ 運賃料金部会の設置

専門的な調査及び検討並びに事業の実施等を行うための

５ 分科会の設置

主な改正内容
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